[bookmark: _3mrjq77twakp]業務仕様書

[bookmark: _zfs1lnuh6nuv]第1条（目的）
本業務仕様書（以下「本仕様書」という。）は、委託者（以下「甲」という。）が受託者（以下「乙」という。）へ委託する業務について、その業務内容、範囲、成果物、作業方法、納期その他必要事項を明確にし、円滑な業務遂行を図ることを目的とする。

[bookmark: _8ltql9r3slj6]第2条（対象業務）
本仕様書の対象となる業務は、次のとおりとする。
（1）業務名称

（2）業務概要

（3）業務目的


[bookmark: _914jbsegbb1u]第3条（業務範囲）
乙が実施する業務範囲は、次のとおりとする。
（1）企画・調査
（2）設計・仕様検討
（3）制作・開発・作業
（4）試験・検証
（5）資料作成
（6）成果物の納品
（7）その他甲乙協議のうえ定める業務
なお、本仕様書に定めのない業務については、乙は実施義務を負わないものとする。

[bookmark: _4nvd458xhh51]第4条（成果物）
乙は、次の成果物を甲へ納品するものとする。
	成果物
	内容
	納品形式

	成果物①
	________________
	PDF・Word・Excel等

	成果物②
	________________
	データ・紙媒体等

	成果物③
	________________
	その他



[bookmark: _pijbhmnlshyz]第5条（業務実施期間）
業務実施期間は、次のとおりとする。
開始日：　　　年　　　月　　　日
終了日：　　　年　　　月　　　日
ただし、甲乙協議のうえ変更することができる。

[bookmark: _6rqvk6n54vbd]第6条（納期）
成果物の納期は次のとおりとする。
納期：　　　年　　　月　　　日
分割納品を行う場合は、別紙工程表によるものとする。

[bookmark: _cnviedbxj3iv]第7条（作業場所）
乙は、原則として自己の管理する場所において業務を実施する。ただし、甲施設内での作業が必要な場合は、甲の定める規則を遵守するものとする。

[bookmark: _9mxa6mlqw603]第8条（業務遂行体制）
乙は、本業務を遂行する責任者を選任する。
業務責任者
氏名：________________
連絡先：________________
担当者を変更する場合は、速やかに甲へ通知する。

[bookmark: _rbyb8ub4zntm]第9条（甲の協力義務）
甲は、本業務遂行に必要な範囲で、次の事項について協力する。
（1）資料・データの提供
（2）必要情報の開示
（3）質問への回答
（4）確認・承認
（5）その他合理的に必要な協力

[bookmark: _stzpdsil9r9n]第10条（仕様変更）
甲が業務内容の追加又は変更を希望する場合は、甲乙協議のうえ変更内容、追加費用及び納期変更の有無を決定する。
変更内容は書面又は電磁的方法により確認するものとする。

[bookmark: _4xrd758gvpqr]第11条（成果物の検収）
甲は成果物受領後、____営業日以内に内容を確認し、検収結果を乙へ通知する。
期間内に異議がない場合は、検収完了とみなすことができる。

[bookmark: _xgkw4xdw59fn]第12条（修正対応）
成果物に仕様との不一致がある場合、乙は合理的な範囲で修正を行う。
仕様変更による修正については追加業務として取り扱う。
[bookmark: _m7om4we7v06h]第13条（再委託）
乙は、本業務の全部又は一部を第三者へ再委託する場合には、基本契約又は個別契約に従うものとする。

[bookmark: _p32gpdy9y47m]第14条（知的財産）
成果物の知的財産権については、甲乙間で締結した契約書の定めに従う。
契約書に定めがない場合は、別途協議して決定する。

[bookmark: _jctpr08cqmcq]第15条（秘密情報）
本業務遂行中に知り得た秘密情報は、契約書又は秘密保持契約の定めに従い適切に管理する。

[bookmark: _813iozjgb2kx]第16条（品質基準）
成果物は、次の品質基準を満たすものとする。
（1）仕様書に適合していること
（2）重大な不具合がないこと
（3）第三者の権利を侵害しないこと
（4）通常利用に支障がない品質であること

[bookmark: _u3y4qug2v4bw]第17条（進捗報告）
乙は、甲から求めがあった場合又は定期報告日において、業務進捗を報告する。
報告方法
・メール
・オンライン会議
・書面
・その他双方協議による方法

[bookmark: _eclwi22ed12b]第18条（成果物の納品方法）
成果物は次の方法により納品する。
・電子メール
・クラウドストレージ
・USB等の記録媒体
・紙媒体
・その他双方が合意した方法

[bookmark: _jqjh40pcakqg]第19条（仕様書の優先順位）
契約書と本仕様書との内容に相違がある場合は、個別契約書又は基本契約書に別段の定めがある場合を除き、本仕様書を優先するものとする。

[bookmark: _v9336jqv01sj]第20条（協議事項）
本仕様書に定めのない事項又は疑義が生じた事項については、甲乙誠意をもって協議し解決するものとする。

